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費　目 工   種 種   別 細   別 規   格 単位 数　量

弥生緑地

除草工 式

機械除草 年5回

集草なし 多目的広場 ㎡ 7,477

道路植栽工　抜根除草工 ㎡ 1,222

年3回

道路植栽工　抜根除草工 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ部 ㎡ 291

処分 草 ｔ 5

芝刈工 式

芝刈 年5回

集草なし ㎡ 6,697

剪定工

道路植栽工　高木剪定 幹周60cm以上90cm未満 本 5 年1回

道路植栽工　高木剪定 幹周30cm以上60cm未満 本 30 年1回

道路植栽工　中木剪定 樹高200cm以上300cm未満 本 30 年1回

道路植栽工　中木剪定 樹高100cm以上200cm未満 本 20 年1回

道路植栽工　低木剪定 樹高100cm未満 本 20 年1回

道路植栽工　寄植剪定 低木 ㎡ 1,602 年1回

処分 枝葉 ｔ 3

木工団地線

除草工 式

年1回

機械除草・集草・積込運搬 ㎡ 50

内港幹線

除草工 式

年3回

機械除草・集草・積込運搬 桝、路肩 ㎡ 2,696

年2回

道路植栽工　抜根除草工 植込地 ㎡ 606

剪定工 式

道路植栽工　中木剪定 樹高200cm以上300cm未満 本 40 年1回

道路植栽工　中木剪定 樹高100cm以上200cm未満 本 2 年1回

道路植栽工　寄植剪定 低木 ㎡ 271 年1回

内港1号野積場

除草工 式

機械除草

集草なし ㎡ 1,037 年1回

仮設工

交通誘導警備員 式 1

設　計　数　量　総　括　表

備　考

1495.4㎡×5回

年1回

（56.0+41.1）×3回

実績より想定（全箇所分）

1339.4㎡×5回

実績より想定（全箇所分）

49.9×1回

（730.8+168）×3回

303.2×2回



 

 

 

 

 

 

積算根拠資料 
（金抜き設計書には未添付） 
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弥生緑地外維持管理業務委託特記仕様書（R6.3.1 改正） 
 
（適用範囲） 
第１条 この特記仕様書（以下「本仕様書」という。）は、弥生緑地外植栽樹木（以

下「植樹」という。）の維持管理に適用するものとし、植樹の維持管理は本仕様

書によるほか、鳥取県土木工事共通仕様書及び鳥取県公共施設緑化マニュアルに

より実施するものとする。 
 
（造園技能士の現場常駐） 
第２条 受託者は、以下の業務を行う場合は、１級又は２級造園技能士をその業務 

の現場に常駐させなければならない。 
 （１）高木又は中木の植付、支柱取付及び剪定等の樹木管理が含まれる業務 
 （２）その他、造園技能士の技術が必要とされる業務 
 
（植樹の維持管理） 
第３条 受託者は、植樹の健全で正常な育成を図り、地域の景観を考慮し、また植 

樹の枯損（病害虫の発生、水不足等による）を生じさせないよう常に心がけ、 

適宜巡回して監督員と協議し適切な管理を行うものとする。 
２ 受託者は前項の規定を考慮の上、次の事項を適期に効果的に行わなければなら

ない。 
［剪 定 工］ 

落

葉

樹 

高木剪定   夏期     回・冬期   １ 回    
中低木剪定   夏期     回・冬期   １ 回 
寄せ植剪定   夏期     回・冬期   １ 回 

常

緑

樹 

高木剪定   夏期     回・冬期   １ 回 
中低木剪定   夏期     回・冬期   １ 回 
寄せ植剪定   夏期     回・冬期   １ 回 

［除 草 工］ 

機械除草及び 
 人力除草 

弥生緑地（年５回） 
１回目：4 月下旬～5 月中旬頃 
２回目：5 月下旬～6 月中旬頃 
３回目：6 月下旬～7 月中旬頃 
４回目：7 月下旬～8 月中旬頃 
５回目：8 月下旬～9 月中旬頃 
木工団地線（年１回） 
１回目：8 月上旬～8 月下旬頃 
内港幹線（年３回） 

１回目：4 月下旬～5 月中旬頃 
２回目：6 月下旬～7 月中旬頃 
３回目：9 月上旬～9 月下旬頃 
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 機械除草及び 
 人力除草 

内港１号野積場（年１回） 
１回目：8 月上旬～8 月下旬頃 

 
※ただし、気象条件等の影響による草の繁茂状況から

当該時期の実施が適切では無いと判断した場合は

この限りではない。 

 薬剤除草 原則として実施しない（状況により監督員と協議） 
 
 
［施 肥 工］ 

 高木施肥 原則として実施しない（状況により監督員と協議） 
 中低木 
 寄せ植施肥 

原則として実施しない（状況により監督員と協議） 

 
［防 除 工］ 
 （１）巡回剪防 

・ 病害虫の発生時期や習性を知り、発生期前後に徒歩による巡回をする。 
・ 枝葉の陰になっているものなどあるので、目視を十分行う。 
・ 病害虫の発生が認められた場合は、捕殺や剪定防除を行うとともに、監督員

に速やかに連絡する。 
 （２）剪定防除 

・ 病虫害の発生枝をすべて剪除する。 
・ 枝葉についている害虫が落下しないように注意深く切り取る。 
・ 剪除した枝及び害虫は速やかに処分する。 
・ 病害の剪除に使用した道具類は必ず消毒する。 

 （３）薬剤散布 
・実施が必要と認められる場合は、監督員と協議すること。 

［灌 水 工］ 
  ・実施が必要と認められる場合は、監督員と協議すること。 
 
（除草工の作業着手） 
第４条 除草工の実施時期については第３条に記載しているため、当該期間中に実

施できるよう体制を整えること。 
２ 作業着手については草の繁茂状況等を監督員自らが確認、又は、受注者からの

繁茂状況等の報告を受けた上で着手を判断し指示することとする。 
監督員から指示書が発出されたら速やかに作業着手すること。 

３ 作業着手に併せて作業完了期日を指示するため、指示された期間内に確実に作

業完了させ、完了後は速やかに監督員へ報告し、完了確認を受けること。 
４ 監督員から指示を受けた後の受託者都合による作業時期の変更は原則認めな

いこととするが、不測の事態で作業着手できない等の事由が生じた場合には速や

かに監督員と協議すること。 
 
（刈草の存置） 
第５条 除草工のうち集草・搬出・処分を計上していない箇所については、刈草を
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その場に存置してマルチングの作用で草の成長を抑制することとしている。 
ただし、対象区画の端部等において通路や歩道に草が飛散した場合は、区画内

に草を寄せること。 
 
（枯木の処理） 
第６条 本業務対象の緑地内及び臨港道路における樹木について、枯損等（特に高

木）が発生し、放置しておくと倒木等の恐れがあると考えられる樹木が確認され

た場合には、速やかに監督員へ報告し、その処置について協議すること。 
２ 台風等の影響により本業務対象の緑地内及び臨港道路の樹木の倒木が発生し、

道路交通等に影響を及ぼした場合、道路交通等の支障とならないように速やかに

樹木の伐採等対応すること。 
３ 緑地内で松くい虫による被害木を発見した場合は、鳥取県の「松くい虫被害の

予防・駆除方法（URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/100847.htm）」により適期に

対応すること。 
 
（樹木の剪定及び撤去） 
第７条 本業務では高木や寄植等の剪定を実施することとしているが、剪定実施に

おいては次の事項に留意した上で作業に着手すること。 
（１）本業務対象の緑地及び臨港道路の全樹木について数量計上していないため、

景観保全及び道路利用者、公園利用者の安全確保のために必要と考えられる

実施対象樹木を選定すること。 
信号機、出入り口付近、交通島等の視認性を確保するようによう十分配慮

すること。 
対象樹木選定後は必ず監督員へ報告した上で作業着手すること。（報告形

式は巡回日誌や口頭等、監督員と意思疎通が図れれば良いこととする） 
（２）寄植剪定実施の際には、次年度以降の枝の伸び代を極力抑えるよう、表面

を整える程度ではなく、強めに剪定を実施すること。 
（３）過度に樹木が植樹してあり、視認性や採光性等の観点において、伐採・撤

去した方が良いと考えられる箇所があれば、積極的に監督員と協議を行い、

撤去を実施すること。 
例）高木間の距離が近くお互いの生育に影響している箇所 

高木の根本に寄植が植樹してある箇所 等 
 
（施工管理） 
第８条 施工管理は次のとおり実施するものとする。 

 工  種          施  工  管  理    施 工 検 査 
 剪  定 
 

 施工箇所毎の施工前、施工中、施工後の写真に

よる管理 
 
 

 施  肥 
 
 
 

 施工管理毎の施工中、または施工後の写真によ

る管理（実施する場合のみ） 
 
 

 材料検査（品質、数量）

場合により施工後監督

員の空袋検査等による

確認 
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 除  草 
 
 
 

 施工箇所毎の（1,000 ㎡以上の場合は、 1,000 ㎡

に１回）施工前、施工中、施工後の写真による管

理 
 薬剤除草は施肥に準ずる（実施する場合のみ） 

 薬剤除草は施肥に準ず

る 
 
 

 灌  水  作業日報、施工中の写真による管理（実施する

場合のみ） 
 

 防  除  施工箇所毎に防除作業状況を写真により管理

（実施する場合のみ） 
 施肥に準ずる 

 支柱補修 
 

 施工箇所毎に施工前、施工中、施工後の写真に

よる管理（実施する場合のみ） 
 
 

 補  植             同            上  樹木の材料検査 
 移  植             同            上  
 芝  刈 
 
 

 施工箇所毎の（2,000 ㎡以上の場合は、 2,000 ㎡

に付１回）施工前、施工中、施工後の写真 によ

る管理 

 
 
 

 履行報告  履行報告書の提出  毎月 
 巡  回 
 

 巡回日誌の提出 
 巡回時の植樹箇所の状況写真提出 

 巡回日誌による 
（表 6－6）参照 

 
（剪定くず等の処分） 
第９条 受託者は、剪定くず等の処分についてチップ処理を行う等再利用を図るこ

とを基本とする。これによることが困難な場合は、処分方法について監督員と協 

議を行い適切に処分すること。 
 
（交通誘導） 
第１０条 臨港道路においては、現道上の作業となるため、作業中は交通誘導員を

配置し、円滑な交通誘導を行うこと。 
 
（草・枝葉の処分） 
第１１条 草・枝葉の処分については下記の通り見込んでいる。 
 ・草  １５，０００円／ｔ（処分先：環境緑地（株）） 
 ・枝葉 １０，０００円／ｔ（処分先：環境緑地（株）） 
 
（その他） 
第１２条 本仕様書に定めのない事項、又は仕様書に疑義が生じた場合は監督員と

協議を行うものとする。 
 



 
○委託業務費積算について 

 本委託業務費算出においては、下記の諸経費を利用している。 
 

 共通仮設費・・・  ９．５５％ 
 現場管理費・・・２０．０３％ 
 一般管理費・・・１６．４４％ 

                                   
※令和３年２月１０日 鳥取県県土整備部道路企画課長（第 202000286003 号）より 

 
 
 
 



  
 
 
 
参考 ６－６ 


